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広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表   改正後 改正前 ○広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例 ○広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例 平成十一年十二月二十一日条例第三十四号 平成十一年十二月二十一日条例第三十四号（市町が処理する事務の範囲等） （市町が処理する事務の範囲等） 第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる市町が処理することとする。 第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる市町が処理することとする。  事務 市町   事務 市町   十七の三 大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号。以下この号において「法」という。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの  （１）～（30） 略  (31) 法第十八条の十九の規定による作業基準適合命令及び作業の一時停止命令 （32）～（37） 略   

呉市、三次市、庄原市、東広島市及び大崎上島町   十七の三 大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号。以下この号において「法」という。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの  （１）～（30） 略  (31) 法第十八条の十八の規定による作業基準適合命令及び作業の一時停止命令  （32）～（37） 略  

呉市、三次市、庄原市、東広島市及び大崎上島町             

 
 


